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船舶事故調査報告書 

 

                               令和元年５月８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗揚（消波ブロック） 

発生日時 平成３０年７月１５日 ０８時４２分ごろ 

発生場所 神奈川県横須賀市野比
の び

海岸南方沖の消波ブロック 

 久里浜内防波堤灯台から真方位２４０°２.１海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３５°１２.３′ 東経１３９°４１.０′） 

事故の概要  プレジャーボートFreedom
フ リ ー ダ ム

 Ⅲは、航行中、消波ブロックに乗り揚げ

た。 

 Freedom Ⅲは、船長が負傷し、船首部船底外板の破口等を生じた。 

事故調査の経過  平成３０年７月３１日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

プレジャーボート Freedom Ⅲ、９.１トン 

 ２３５－４６６０１神奈川、個人所有 

 ９.８７ｍ（Lr）×３.８４ｍ×２.１０ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関２基、６４１.３kＷ（合計）、平成１８年５月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６４歳 

 一級小型船舶操縦士 

  免許登録日  平成１８年７月１８日 

  免許証交付日 平成２８年６月２８日 

       （令和３年７月１７日まで有効） 

 死傷者等 重傷 １人（船長） 

 損傷 船首部船底外板に破口及び擦過傷、中央部船底外板に亀裂及び擦過

傷、プロペラ及び舵板に曲損 

 気象・海象 気象：天気 霧、風 なし、視程 約３０～１００ｍ 

海象：海上 平穏 

 横須賀市には、７月１５日０６時０９分に濃霧注意報が発表され、

本事故時も継続中であった。 

 事故の経過 本船は、船長１人が乗り組み、知人１人（以下「同乗者」とい

う。）を乗せ、平成３０年７月１５日０７時５０分ごろ、釣りを行う

目的で東京都大島町大島東方沖に向け、神奈川県横浜市のマリーナを

出港した。 

本船は、船長が、フライングブリッジ中央部の操縦席に腰を掛けて
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操船に当たり、船長の右隣の椅子に同乗者が腰を掛け、レーダー及び

ＧＰＳプロッターを作動させ、約２７ノット（kn）の速力（対地速

力、以下同じ。）で手動操舵により南進した。 

船長は、横須賀市観音埼東方付近までは千葉県の陸岸を視認できた

が、観音埼東方沖を通過した頃、右舷前方３Ｍ付近に久里浜の火力発

電所（以下「本件発電所」という。）が見えていたものの、そのうち

に視界が徐々に悪化し始めたのを認めた。 

船長は、本件発電所東方付近を通過した頃、急激に視界が悪化し、

視程が約５０～１００ｍになったが、航行予定海域が航行に慣れた海

域であったので、約１８kn に減速して航行していたところ、前方に

小型の船舶を視認した。 

本船は、南進中、船長が、右手で舵輪の上部を持ち、右舵を取って

前方の船舶を避航した後、左舵を取ったので、元のとおりに南進して

いると思い、航行を続けた。 

本船は、船長が、目視だけで前方の見張りに当たって操船していた

ところ、０８時４２分ごろ、船首方約３０ｍに消波ブロックを認め、

機関を操作する間もなく、消波ブロックに乗り揚げた。 

船長及び同乗者は、フライングブリッジから前部甲板に落下し、付

近で釣りをしていた人の１１９番通報により来援した横浜市消防局の

救助艇に救助された後、救急車で病院に搬送され、船長が前額部挫創

と診断された。 

本船は、船長が手配した台船に揚収され、係留場所に移送された。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項  船長は、毎年数回、大島などの伊豆諸島周辺の海域に航行してい

た。 

 船長は、本事故前日にインターネットで気象情報を入手し、本事故

当日０７時頃にマリーナの掲示板で風と波の状態を確認して出港可能

と判断したが、航行予定海域に濃霧注意報が発表されていることを知

らなかった。  

船長は、以前大島付近を航行中に霧に遭遇し、約２０～３０分で霧

を抜けることができたので、本事故時もこのまま沖に出れば霧を抜け

ることができると思い、航行を続けた。 

 船長は、本事故時、操縦席から身を乗り出し、目視だけで前方の見

張りに意識を集中して操船していたので、舵輪の両脇に設置されてい

たレーダー及びＧＰＳプロッター画面が視野に入らず、針路及び船位

を確認することに思いが至らなかったと本事故後に思った。 

 船長は、前方の船舶を避航した後、針路や船位を確認しておけば良

かったと本事故後に思った。 

 本船の喫水は、船首約０.５ｍ、船尾約０.９ｍであった。 
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分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

 本船は、霧で視界が制限された状況下、本件発電所東方沖を南進

中、船長が、右舵を取って前方の船舶を避航した後、南進しようとし

て左舵を取って舵を中央に戻した際、元のとおりに南進していると思

い込み、右舵が取られた状態となっていることに気付かずに航行を続

けたことから、右転しながら消波ブロックに向かい、乗り揚げたもの

と考えられる。 

船長は、前方の船舶を早期に発見できるように、操縦席から身を乗

り出し、目視だけで前方の見張りに意識を集中して操船していたこと

から、レーダー及びＧＰＳプロッター画面が視野に入らず、針路及び

船位を確認することに思いが至らなかったものと考えられる。 

本船は、視程が約５０～１００ｍに制限された状況下、船長が、航

行予定海域が航行に慣れた海域であったことから、約１８kn に減速

しただけで、安全な速力としないで航行を続けたものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、霧で視界が制限された状況下、本件発電所東方

沖を南進中、船長が、右舵を取って前方の船舶を避航した後、南進し

ようとして左舵を取って舵を中央に戻した際、元のとおりに南進して

いると思い込み、目視だけで前方の見張りに意識を集中し、右舵が取

られた状態となっていることに気付かずに航行を続けたため、右転し

ながら消波ブロックに向かい、乗り揚げたものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船舶を避航した後に元の針路に戻す際は、操舵を確実に行い、航

海計器等により針路及び船位を確認すること。 

・視界が制限された状況下を航行する際は、目視だけの見張りに頼

らずレーダー及びＧＰＳプロッターを活用すること。 

・視界が制限された状況下を航行する際は、安全な速力で航行する

こと。 

・航海を行うに当たっては、最新の気象情報を入手すること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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（平成３０年７月１５日 
 ０８時４２分ごろ発生） 

海 岸 


